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新潟県条例第33号 

新潟県児童福祉法関係手数料条例の一部を改正する条例 

新潟県児童福祉法関係手数料条例（平成19年新潟県条例第22号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分（以下「改正後部分」という｡)に対応する同表の改正前の欄中下線

が引かれた部分（以下「改正部分」という｡)が存在する場合には当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正後

部分に対応する改正部分が存在しない場合には当該改正後部分を加える。 

次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分を加える。 

改 正 後 改 正 前 

（趣旨） 

第１条 この条例は、児童福祉法（昭和22年法律第

164号。以下「法」という｡)、児童福祉法施行令（昭

和23年政令第74号。以下「政令」という｡)及び児

童福祉法施行規則（昭和23年厚生省令第11号。以

下「省令」という｡)の規定に基づく事務に係る手

数料の徴収に関し、必要な事項を定めるものとす

る。 

 

（指定試験機関が行う試験事務に係る手数料の納

入等） 

第３条 法第18条の９第１項の規定により知事が試

験事務の全部を行わせることとした者（以下「指

定試験機関」という｡)が行う試験を受けようとす

る者又は試験の全部の免除を受けようとする者は、

別表１の項に規定する保育士試験手数料又は別表

５の項に規定する保育士試験全部免除申請手数料

を当該指定試験機関に納めなければならない。 

２ 前項の規定により指定試験機関に納められた保

育士試験手数料及び保育士試験全部免除申請手数

料は、当該指定試験機関の収入とする。 

 

（手数料の納入方法） 

第５条 手数料は、別表１の項及び５の項に掲げる

ものにあっては条例で定める証紙により、その他

のものにあっては知事の発行する納入通知書によ

り納めなければならない。ただし、第３条第１項

の規定により指定試験機関に納めるもの及び知事

が認めるものにあっては、この限りでない。 

 

別表（第２条関係） 

手数料を納めなけれ

ばならない者 

名   称 手数料の額

（略） 

５ 省令第６条の11

の２第１項の規定

により保育士試験

の全部の免除を受

けようとする者 

保育士試験

全部免除申

請手数料 

１件につき

2,400円

  

（趣旨） 

第１条 この条例は、児童福祉法（昭和22年法律第

164号。以下「法」という｡)及び児童福祉法施行令

（昭和23年政令第74号。以下「政令」という｡)の

規定に基づく事務に係る手数料の徴収に関し、必

要な事項を定めるものとする。 

 

 

 

（指定試験機関が行う試験事務に係る手数料の納

入等） 

第３条 法第18条の９第１項の規定により知事が試

験事務の全部を行わせることとした者（以下「指

定試験機関」という｡)が行う試験を受けようとす

る者は、別表１の項に規定する保育士試験手数料

を当該指定試験機関に納めなければならない。 

 

 

２ 前項の規定により指定試験機関に納められた保

育士試験手数料は、当該指定試験機関の収入とす

る。 

 

（手数料の納入方法） 

第５条 手数料は、別表１の項に掲げるものにあっ

ては条例で定める証紙により、その他のものにあ

っては知事の発行する納入通知書により納めなけ

ればならない。ただし、第３条第１項の規定によ

り指定試験機関に納めるもの及び知事が認めるも

のにあっては、この限りでない。 

 

別表（第２条関係） 

手数料を納めなけれ

ばならない者 

名   称 手数料の額

（略） 

  

附 則 

 この条例は、平成26年４月１日から施行する。 


